
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
一
号

有
線
電
気
通
信
設
備
令

内
閣
は
、
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
及
び
こ
の
政
令
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す

る
。

一
　
電
線
　
有
線
電
気
通
信
（
送
信
の
場
所
と
受
信
の

場
所
と
の
間
の
線
条
そ
の
他
の
導
体
を
利
用
し
て
、

電
磁
的
方
式
に
よ
り
信
号
を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）

を
行
う
た
め
の
導
体
（
絶
縁
物
又
は
保
護
物
で
被
覆

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
物
を
含
む
。
）
で

あ
つ
て
、
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
通
信
回
線
に

係
る
も
の
以
外
の
も
の

二
　
絶
縁
電
線
　
絶
縁
物
の
み
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
電

線
三
　
ケ
ー
ブ
ル
　
光
フ
ァ
イ
バ
並
び
に
光
フ
ァ
イ
バ
以

外
の
絶
縁
物
及
び
保
護
物
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
電
線

四
　
強
電
流
電
線
　
強
電
流
電
気
の
伝
送
を
行
う
た
め

の
導
体
（
絶
縁
物
又
は
保
護
物
で
被
覆
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
こ
れ
ら
の
物
を
含
む
。
）

五
　
線
路
　
送
信
の
場
所
と
受
信
の
場
所
と
の
間
に
設

置
さ
れ
て
い
る
電
線
及
び
こ
れ
に
係
る
中
継
器
そ
の

他
の
機
器
（
こ
れ
ら
を
支
持
し
、
又
は
保
蔵
す
る
た

め
の
工
作
物
を
含
む
。
）

六
　
支
持
物
　
電
柱
、
支
線
、
つ
り
線
そ
の
他
電
線
又

は
強
電
流
電
線
を
支
持
す
る
た
め
の
工
作
物

七
　
離
隔
距
離
　
線
路
と
他
の
物
体
（
線
路
を
含
む
。
）

と
が
気
象
条
件
に
よ
る
位
置
の
変
化
に
よ
り
最
も
接

近
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
物
の
間
の
距
離

八
　
音
声
周
波
　
周
波
数
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、

三
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下
の
電
磁
波

九
　
高
周
波
　
周
波
数
が
三
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え

る
電
磁
波

十
　
絶
対
レ
ベ
ル
　
一
の
皮
相
電
力
の
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト

に
対
す
る
比
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
わ
し
た
も
の

十
一
　
平
衡
度
　
通
信
回
線
の
中
性
点
と
大
地
と
の
間

に
起
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
間
に

生
ず
る
電
圧
と
通
信
回
線
の
端
子
間
に
生
ず
る
電
圧

と
の
比
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
わ
し
た
も
の

（
適
用
除
外
）

第
二
条
　
有
線
電
気
通
信
法
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で

定
め
る
有
線
電
気
通
信
設
備
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和

八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

船
舶
内
に
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
（
送
信
の
場

所
と
受
信
の
場
所
と
の
間
の
線
条
そ
の
他
の
導
体
を
利

用
し
て
、
電
磁
的
方
式
に
よ
り
、
信
号
を
行
う
た
め
の

設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
使
用
可
能
な
電
線
の
種
類
）

第
二
条
の
二
　
有
線
電
気
通
信
設
備
に
使
用
す
る
電
線

は
、
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
通
信
回
線
の
平
衡
度
）

第
三
条
　
通
信
回
線
（
導
体
が
光
フ
ァ
イ
バ
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
衡
度
は
、
一
、
〇
〇
〇

ヘ
ル
ツ
の
交
流
に
お
い
て
三
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
平
衡
度
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
線
路
の
電
圧
及
び
通
信
回
線
の
電
力
）

第
四
条
　
通
信
回
線
の
線
路
の
電
圧
は
、
一
〇
〇
ボ
ル
ト

以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
線
と
し
て

ケ
ー
ブ
ル
の
み
を
使
用
す
る
と
き
、
又
は
人
体
に
危
害

を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ

が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
通
信
回
線
の
電
力
は
、
絶
対
レ
ベ
ル
で
表
わ
し
た
値

で
、
そ
の
周
波
数
が
音
声
周
波
で
あ
る
と
き
は
、
プ
ラ

ス
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
高
周
波
で
あ
る
と
き
は
、
プ

ラ
ス
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
架
空
電
線
の
支
持
物
）

第
五
条
　
架
空
電
線
の
支
持
物
は
、
そ
の
架
空
電
線
が
他

人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
又
は
架
空
強
電
流
電
線
と
交

差
し
、
又
は
接
近
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
設

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
他
人
の
承

諾
を
得
た
と
き
、
又
は
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し

く
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
な
い
よ
う
に
必
要
な
設
備
を

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
又
は
架
空
強
電
流
電

線
を
挟
み
、
又
は
こ
れ
ら
の
間
を
通
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
架
空
強
電
流
電
線
（
当
該
架
空
電
線
の
支
持
物
に

架
設
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
の
間
の
離
隔
距
離

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

第
六
条
　
道
路
上
に
設
置
す
る
電
柱
、
架
空
電
線
と
架
空

強
電
流
電
線
と
を
架
設
す
る
電
柱
そ
の
他
の
総
務
省
令

で
定
め
る
電
柱
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
安
全
係
数
を

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
そ
の
電
柱
に
架
設
す
る
物
の

重
量
、
電
線
の
不
平
均
張
力
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る

風
圧
荷
重
が
加
わ
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。

第
七
条
　
第
五
条
第
一
号
及
び
前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲

げ
る
線
路
で
あ
つ
て
、
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使

用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
一
月

以
内
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態
が
発
生
し
、
又

は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害

の
予
防
若
し
く
は
救
援
、
交
通
、
通
信
若
し
く
は
電

力
の
供
給
の
確
保
又
は
秩
序
の
維
持
に
必
要
な
通
信

を
行
う
た
め
設
置
す
る
線
路

二
　
警
察
事
務
を
行
う
者
が
そ
の
事
務
に
必
要
な
緊
急

の
通
信
を
行
う
た
め
設
置
す
る
線
路

三
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
が
そ
の
業

務
に
必
要
な
緊
急
の
通
信
を
行
う
た
め
設
置
す
る
線

路

第
七
条
の
二
　
架
空
電
線
の
支
持
物
に
は
、
取
扱
者
が
昇

降
に
使
用
す
る
足
場
金
具
等
を
地
表
上
一
・
八
メ
ー
ト

ル
未
満
の
高
さ
に
取
り
付
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
架
空
電
線
の
高
さ
）

第
八
条
　
架
空
電
線
の
高
さ
は
、
そ
の
架
空
電
線
が
道
路

上
に
あ
る
と
き
、
鉄
道
又
は
軌
道
を
横
断
す
る
と
き
、

及
び
河
川
を
横
断
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
空
電
線
と
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
等
と
の
関

係
）

第
九
条
　
架
空
電
線
は
、
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
と

の
離
隔
距
離
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ

う
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
他
人
の

承
諾
を
得
た
と
き
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
架
空
電

線
（
こ
れ
に
係
る
中
継
器
そ
の
他
の
機
器
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
他
人
の
設
置

し
た
架
空
電
線
に
係
る
作
業
に
支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
か

つ
、
そ
の
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
に
損
傷
を
与
え

な
い
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
十
条
　
架
空
電
線
は
、
他
人
の
建
造
物
と
の
離
隔
距
離

が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
置
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
一
条
　
架
空
電
線
は
、
架
空
強
電
流
電
線
と
交
差
す

る
と
き
、
又
は
架
空
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
そ

の
架
空
電
線
若
し
く
は
架
空
強
電
流
電
線
の
支
持
物
の

う
ち
い
ず
れ
か
高
い
も
の
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
以

下
と
な
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ら
な
け
れ
ば
、
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
架
空
電
線
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
架
空
強
電
流
電
線
と
同
一
の
支
持

物
に
架
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
通
信
回
線
）

第
十
三
条
　
強
電
流
電
線
に
重
畳
さ
れ
る
通
信
回
線
は
、

左
の
各
号
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
重
畳
さ
れ
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
と
を
安
全
に

分
離
し
、
且
つ
、
開
閉
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
重
畳
さ
れ
る
部
分
に
異
常
電
圧
が
生
じ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
他
の
部
分
を
保
護
す
る
た
め
総
務
省

令
で
定
め
る
保
安
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
地
中
電
線
）

第
十
四
条
　
地
中
電
線
は
、
地
中
強
電
流
電
線
と
の
離
隔

距
離
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
地
中
強
電
流
電

線
の
電
圧
が
七
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る
よ

う
に
設
置
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
地
中
電
線
の
金
属
製
の
被
覆
又
は
管
路
は
、

地
中
強
電
流
電
線
の
金
属
製
の
被
覆
又
は
管
路
と
電
気

的
に
接
続
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
電
気
鉄
道
又
は

電
気
軌
道
の
帰
線
か
ら
漏
れ
る
直
流
の
電
流
に
よ
る
腐

ヽ
ヽ
ヽ

し
よ
く
を
防
止
す
る
た
め
接
続
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
海
底
電
線
）

第
十
六
条
　
海
底
電
線
は
、
他
人
の
設
置
す
る
海
底
電
線

又
は
海
底
強
電
流
電
線
と
の
水
平
距
離
が
五
〇
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
屋
内
電
線
）

第
十
七
条
　
屋
内
電
線
（
光
フ
ァ
イ
バ
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
大
地
と
の
間
及
び
屋
内
電

線
相
互
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
直
流
一
〇
〇
ボ
ル
ト
の
電

圧
で
測
定
し
た
値
で
、
一
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
屋
内
電
線
は
、
屋
内
強
電
流
電
線
と
の
離
隔

距
離
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
と
き
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
設
置

し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
有
線
電
気
通
信
設
備
の
保
安
）

第
十
九
条
　
有
線
電
気
通
信
設
備
は
、
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
絶
縁
機
能
、
避
雷
機
能
そ
の
他
の

保
安
機
能
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
有
線
電
気
通
信
法
の
施
行
の
日
（
昭

和
二
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一

七
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
九
年
七

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第

三
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
二

八
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
有
線
電
気
通
信
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て

い
る
有
線
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
絶
縁
物
で
被
覆

さ
れ
て
い
な
い
電
線
を
使
用
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
有
線
電
気
通
信
設
備
令
（
以
下
「
新

令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
七
条
の
二
を
除
く
。
）
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
電
線
を
使
用
し
て
い
る
間
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
法
の
規
定
に
基
づ
き
設

置
さ
れ
て
い
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
新

令
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
六
月

間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
政
令
第
三

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

四
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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